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1 労働法制の基礎と「働きがい」

(1) 「労働は商品ではない」
（ILOフィラデルフィア宣言(1944年)）
→労働はいかなる意味で特殊な「商品」なのか

① 生命・身体・精神をもつこと
→セーフティネット・生活の安定・安全と健康

② 貯蔵できないこと（交渉力格差）
→交渉力のサポート・労働市場システムの整備

③ 自らの意思により成長・向上できること
→「働きがい」の促進
→能力開発・機会格差の是正

＊ 「労働者」以外への拡大も？
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(2) 働き方の変化と「働きがい」

① 知的労働
→「働きがい」の意味の増大

② キャリアの設計と開発
→将来を見すえた能力開発による働きがいの増進

③ 自律性（裁量・意見の反映）
→裁量の付与・意見の反映による働きがいの増進

cf. 厚生労働省「働きやすい・働きがいのある職場づくりに

関する調査報告書」（2012年）
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2 労働法・労働政策の実現手法
―将来への１つの視点として
(参考：別添資料「労働法における法の実現手法」)

(1) 伝統的な労働法の実現手法

行政指導・刑事罰

cf. 法違反企業名の公表

(2) 労働紛争の解決を通じた労働法の実現

個別労働紛争解決システムの整備
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【労働基準監督による法違反発見率】

年度 定期監督 その他の監督 法違反発見率(%)

2003 121,031 43,474 65.6 

2004 122,793 42,835 67.1 

2005 122,734 41,407 66.3 

2006 118,872 42,186 67.4 

2007 126,499 42,234 67.9 

2008 115,993 43,097 68.5 

2009 100,535 46,325 65.0 

2010 128,959 45,574 66.7 

2011 132,829 42,703 67.4 

2012 134,295 39,225 68.4 

出典：労働基準監督年報
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【個別労働紛争解決促進制度による労働相談件数の推移】

出典：厚生労働省ウェブサイト 8



(3) 自発的な法遵守等の促進

① インセンティブの付与と多様化

ア 助成金による経済的インセンティブ

例：雇用調整助成金

イ 税制による経済的インセンティブ

例：雇用促進税制

ウ 公契約（公共調達）を通じた経済的インセンティブ

例：アメリカ合衆国のアファーマティブ・アクション計画

女性活躍推進法上の行動計画等の認定取得企業

エ 社会的インセンティブ（「評判」の利用）

例：くるみんマーク（次世代育成支援対策推進法）

えるぼしマーク（女性活躍推進法）
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【くるみん

マーク】

【えるぼし

マーク】
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② 労働条件・雇用環境の情報開示

ア 若者雇用促進法

事業主による新卒求職者への労働条件の開示義務

法違反企業に対するハローワークの新卒求人受理拒否

→求人情報の遮断

イ 女性活躍推進法

女性活躍の状況・行動計画の社会に対する開示

→労働市場における企業間の人材獲得競争を通じた

政策推進

女性の活躍推進企業データベース

（http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/）
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③ 法の周知の促進

ア 労働法教育

イ 職場での法の周知

【労基法106条（法令等の周知義務）1項】

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業
規則・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又
は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働
省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければ
ならない。
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【アメリカ合衆国の雇用差別禁止法ポスター】
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④ ルールの自己設定とその実現

ア ルールの自己設定の義務づけ

各企業や職場の実情に合わせてカスタマイズされた

ルールを自ら設定

例：行動計画策定

次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法

他にも応用できるか

→「労働時間見直し行動計画」？

「非正規従業員処遇見直し行動計画」？

イ ルールの実現

ＰＤＣＡサイクル

例：女性活躍推進法上の一般事業主行動計画
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＜ステップ１＞自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
○ 状況把握
自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。

○ 課題分析
把握した状況から自社の課題を分析しましょう。

＜ステップ２＞行動計画の策定、社内周知、公表
○行動計画の策定
自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための
具体的な取組内容の決定を行い、行動計画の形に取りまとめて
いきましょう。
※目標は１つ以上数値で定める必要があります。

○行動計画の社内周知、公表
行動計画を労働者に周知し、外部に公表しましょう。
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＜ステップ３＞ 行動計画を策定した旨の届出
行動計画が策定できたら、行動計画を策定した旨を都道府県労働
局へ届け出ましょう。

＜ステップ４＞取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施

状況を点検・評価しましょう。

数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・
評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画
（Plan）、実行（Do)、評価（Check）、改善（Action）のサイク
ル（PDCAサイクル）を確立させましょう！

出典：厚生労働省ウェブサイト
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ウ ルールの自己設定・実現の促進手法

・行動計画策定の義務づけ

・行政の認定等によるインセンティブの付与

（公契約・諸種のマーク等）

・行動計画公表による「評判」の利用
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(4) 労働法の実現手法のポリシーミックス

① 重大・悪質な法違反等に関する取締り・監督の徹底

公正競争の視点も

② 紛争解決による労働法の実現の促進

労働紛争解決システムの透明化・利用促進

③ 自発的法遵守の促進手法の多様化

インセンティブの多様化・情報開示の促進

④ ルールの自己設定・実現型手法の活用

実情に即したルール・自発性の尊重
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ご清聴ありがとうございました
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